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はじめに  

この浄化槽整備推進施策事例集は、市町村・都道府県の担当職員の方向けに、浄化槽整備

推進に向け補助制度に実施に合わせて取り組むことが望ましい、広報施策や民間連携の事例

を紹介することを目的としています。 

事例集は２部構成としており、浄化槽整備施策の事例紹介と、浄化槽広報コンテンツの事

例紹介で構成しています。 

 

 

 

浄化槽整備施策の事例紹介では、国内の他市町村や事業者における取り組み事例をもとに、

その実施背景や内容、効果、実施に当たってのポイントなどに焦点を絞って概要を整理して

います。特に次の内容について事例を整理しています。 

 住民の方や関係者に対する情報発信を通じて理解の増進を図っている施策 

 浄化槽整備の計画・制度の運用を、住民・事業者と連携して進めている施策 

 関係者と連携した浄化槽台帳整備の推進施策 

 

浄化槽広報コンテンツの事例紹介では、各市町村・都道府県における実務での活用を想定

し、環境省事業「平成 29年度地域くらしの水環境改善事業」において作成した広報用のパ

ンフレット、広報誌に掲載するための文案、動画などの実務的なコンテンツと使用方法を掲

載しています。 
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1. 浄化槽整備施策の事例紹介 

 事例集で取り上げるテーマと事例 1.1

第１部では、国内で先進的に浄化槽整備に取り組んでいる自治体、事業者の施策を取り上

げて浄化槽整備に不可欠であるテーマ別に紹介します。それぞれ、実施のポイントなどを整

理していますので、参考にしてください。また、ヘッダー部分に、どのような課題に応える

先行事例であるかを、ヘッダー部分に明示しています。課題は次の６つです。 

 

 

 

第１部で取り上げる事例の一覧は下表のとおりです。 

表 1-1 第 1部で紹介する事例 

テーマ 施策 実施主体 施策概要 

浄化槽

に係る

住民及

び自治

体担当

者の理

解増進 

事業者と連携した戸別訪

問の実施 

静岡県富士市 単独浄化槽の設置世帯に対して、事業者と連携して

個別訪問を実施。（市町村職員が訪問した後に事業

者が訪問） 

浄化槽設置者の営業活動

を活用した普及啓発 

民間事業者 浄化槽設置者（とくに単独処理浄化槽の転換に高い

実績を有する専門とする事業者）への働きかけ 

浄化槽教室の実施 群馬県 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化槽の構

造、維持管理、法定検査等について講習会を実施。 

積極的な情報公開（達成状

況を表す指標の設定、定量

化） 

長野県 利用者（住民）へ分かり易い事業説明や経営状況の

開示を実施するため、定量的な指標を設定した。指

標は住民視点及び自治体視点の2種類を設定した。 

学校で環境学習を実施（観

察、ＣＯＤパックテスト） 

徳島県 公益社団法人徳島県環境技術センターと協力して

学校で環境学習を実施。干潟が行っている自然の浄

化作用と浄化槽の比較 

浄化槽行政に係る関係法

令や実施要領等のデータ

バンクの構築 

鹿児島市 昭和 46 年から収集した情報をまとめたデータバ

ンクが構築されている。また、情報を冊子としてま

とめ、関係する業者等に配布されている。 

整備推

進に向

けた制

度や民

間との

下水道整備事業からの転

換によるコスト削減 

長野県下條村  

下水道整備区域の見直し 静岡県富士市 整備区域の再検討を行った結果、482ha について

下水道による整備より浄化槽による整備が効率的

であると判断された。 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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テーマ 施策 実施主体 施策概要 

連携 パブリック・インボルブメ

ント手法による住民との

合意形成 

岩手県紫波町 パブリック・インボルブメント手法を用いて汚水処

理基本構想策定の合意形成を努めた。住民意向を把

握するとともに、住民理解の増進に繋がった。 

維持管理費補助の設置 神奈川県葉山

町 

合併変換の補助に加えて、維持管理費にも年間 1.7

万円の補助を開始。5 人槽で最大 77.7 万円の補助 

住宅リフォーム助成金の

設置 

茨城県大子町 住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設、個人

負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた転換

が進み、合併浄化槽の普及が促進された。リフォー

ム代金の 15%、最大 30 万円 

グループ設置補助の設置 岩手県一関市 グループで浄化槽の設置を行う場合、既存の補助金

に対し、上乗せ補助を行う。 

広域的浄化槽行政組織の

設立による自治体の負担

軽減 

埼玉県 県規模で組織する広域連合による市町村設置型の

推進を検討。自治体担当者の事務負担の軽減、スケ

ールメリットによる事業費の削減。 

PFI の導入 愛媛県愛南町 

 

自治体の事務削減を目的として採用。以前の個人設

置型と比較すると設置基数は大きく増加。 

浄化槽事務の民間委託 群馬県太田市 個人設置型の補助事業申請書の受理事務（現地確認

業務、問合せ対応業務を含む）を市内事業者に委託。

社員１名が庁舎に常駐。事務作業の削減率 39% 

その他 指定検査機関と連携した

浄化槽台帳の整備 

群馬県 浄化槽台帳に関するデータの入力業務を指定検査

機関（(財)群馬県環境検査事業団）に委託 

災害対策に向けた浄化槽

普及の計画策定 

佐賀県嬉野市 想定震度 6 程度の地震が起こりうる可能性への対

策として、浄化槽整備を推進。財源には、公共下水

道の整備と合わせ、地方創生交付金を活用。 
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 浄化槽に係る住民等の理解増進 1.2

 事業者と連携した戸別訪問の実施 1.2.1

事業体名 静岡県富士市 

導入時期 平成 22 年度以降 

概要 単独処理浄化槽の設置世帯に対して、事業者と連携して個別訪問を実施。

市職員が訪問して補助事業周知や単独転換について説明した後に事業者が訪

問し、具体的な費用の説明や疑問点の解消を行っている。 

導入の背景 静岡県富士市では、平成 28年度末時点で 1万 2千世帯ほどが単独処理浄化

槽を設置している。平成 22年度以降に実施している「生活排水処理長期計画」

では平成 41 年度を目標年次として汚水処理施設の整備を図る計画としてお

り、この達成に向けて合併処理浄化槽への転換が喫緊の課題であった。 

未普及世帯のうち、単独処理浄化槽の転換に向けては設置世帯の意思決定が

重要であることから、各世帯への継続的・効果的な周知が求められていた。 

内容 富士市が保有・管理している浄化槽台帳システム（GIS：地理情報システム）

に情報を蓄積し、戸別訪問に活用している。市職員が単独処理浄化槽設置世

帯を訪問し、単独処理浄化槽の転換を呼びかける際、住民に対し、いかに分

かりやすく、確実に情報を伝えるか、相手に伝わり効果が発動しているか検

証しながら取り組んでいる。 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い、転換の補助制度について市町村

が周知を行ったうえで、事業者が訪問し、具体的な転換に向けた費用等や詳

細事項の周知を行っている。 

導入効果 ‧ 戸別訪問のみでの効果ではないものの、市独自で導入している転換補助金

の平成 25 年度以降の補助実績は年間 100 基以上を推移しており、平成 28

年度時点では前年比で実績が増加している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 情報の管理を行う台帳が必須である。 

 市が重点的に制度周知を行う地域などを明確にし、設置工事事業者等と連

携を図ることが重要である。 

参考資料  静岡県富士市、富士市生活排水対策について、（平成 28 年度浄化槽普及戦略検討ワー

キンググループ 第 1回資料３－２） 

 富士市提供情報 

 

 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 単独処理浄化槽の転換工事で地域の水環境改善に貢献する企業 1.2.2

事業体名 民間事業者 

導入時期 平成 24 年度 

概要 千葉県や茨城県において営業する事業者が、自社活動により転換の意義や

補助制度の周知を図り、1市において年間 180基の単独転換工事を実施した。 

導入の背景 千葉県、茨城県の郊外地域においては単独処理浄化槽が数多く設置されてい

る。当該地域を営業エリアとする民間事業者が、これら単独処理浄化槽の転

換工事の拡大に向け、ノウハウを蓄積し、営業活動を実施。 

内容 浄化槽設置工事、保守点検から住宅リフォームまでの事業範囲を活かし、

単独処理浄化槽の転換工事の拡大に向けた創意工夫を行っている。 

例えば、転換工事の際に看板を立て、「補助事業」による工事実施である

ことを表示し、工事現場周辺住民に対して補助事業周知を図るなどの工夫を

行っている。 

また、転換世帯周辺の世帯に対しても転換補助制度の詳細（補助額、期限

等）や費用感を周知するなど、面的な周知を行っている。さらには、維持管

理やリフォームまでの事業範囲を活かし、単独処理浄化槽の使用世帯を把握

し、単独転換補助制度を事前周知するなど、計画的な周知活動を行っている。 

導入効果 ‧ 営業活動の結果、事業者による単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換は１市において年間 180基行われた。 

‧ 多様な視点からの説明により、当初は転換に対して消極的な姿勢であった

住民が、補助事業や水質改善効果について良い印象を持ち、転換を前向き

に検討するようになった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 特に単独処理浄化槽の転換は「待っていて売れる商材ではない」認識のも

と、計画的な営業活動が重要。 

 民間事業者と自治体の間での連携が重要。具体的には、浄化槽設置業者の

営業活動や補助制度について住民が自治体の窓口等に問い合わせることが

あるが、この際に「どこの事業者か分からないが、詐欺などのトラブルに

は気を付けてほしい」「担当者が不在であるため分からない」などと対応

されてしまうと、転換機会を損失することになる。 

参考資料 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社「平成 25年度単独処理浄化槽の転換促

進に関する調査業務報告書」（過年度業務における自社作成資料） 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 浄化槽教室の実施による住民理解の促進 1.2.3

事業体名 群馬県  

導入時期 平成 29 年度 

概要 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化槽の構造、維持管理、法定検

査等について参加が必須の講習会を実施。講習会は (社)群馬県浄化槽協会

と連携して開催している。 

導入の背景 浄化槽の維持管理の重要性について、管理者の認知を高め、水質保全を図る。 

内容 新たに浄化槽を設置した住民に対し、浄化槽の正しい使用方法や法的義務

のある維持管理の手法について理解を深めてもらうことを目的として、浄化

槽教室を実施している。浄化槽教室では、一般社団法人群馬県浄化槽協会が

実施主体となって浄化槽の構造、維持管理、法定検査等の事項について資料

を用いて説明を行う。地区ごとに年 4回から 10回実施している。 

群馬県みどり市では、みどり市浄化槽設置整備補助金の受給申請の際に使

用する「承諾書」に、浄化槽教室への参加をする旨の承諾を取る記述があり、

浄化槽を設置する住民に対して浄化槽教室参加に対する意識付けを行ってい

る。 

このほか、県の SNS などでも浄化槽教室の開催を発信するなど、参加を呼

び掛けている。 

導入効果  地区ごとに年 4回～10回の講習会を実施している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽設置者の全件参加に向けて、参加率を向上させるような発信方法、

働きかけ方を模索することが課題。 

参考資料 群馬県「浄化槽教室（伊勢崎地区、渋川地区）を開催します」 

(http://www.pref.gunma.jp/07/j01700019.html) 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 積極的な情報公開 1.2.4

事業体名 長野県 

導入時期 平成 22 年度～ 

概要 都道府県構想や各市町村の施策実施状況を可視化するため、構想の取組状

況を自ら評価するための指標を設定し、グラフ化して公表している。 

導入の背景 

 

持続的な生活排水対策を推進するためには、住民と事業実施主体（市町村）

が認識と責任を共有することが重要である。この認識のもと、住民へ分かり

易い事業説明や経営状況の開示を実施している。 

内容 指標は、「利用者(住民)の立場から見た指標」と「事業者(市町村)の立場

から見た指標」の２グループで構成している。各グループは、全市町村に共

通する評価項目（A～F）と各市町村の独自の評価項目（①～⑥）からそれぞ

れ 3 項目ずつを設定している。 

 また、指標の目標値と実績値を多角形グラフで表示することにより、「見

える化」を図っている。 

 

導入効果  「共通指標」を用いて県全体としての目標達成度を客観的に評価が可能と

なり、各市町村の進捗管理を合理的かつ公平に進めることが可能となった。 

 地域特性を反映した「選択指標」を導入したことにより、生活排水対策に

関する住民や市町村の努力度を公表することに繋がった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 評価項目の達成状況を評価する際、評価方法により特定の市町村を利す

ることが無いよう留意する必要がある。浄化槽事業（個人設置型）のみ

を実施する町村の「経営健全指数」は、補助制度のみならず、浄化槽の

普及啓発活動、台帳整備、検査受検率などの取組を総合的に評価した指

標とするなどの工夫を行っている。 

参考資料 「水循環・資源循環のみち 2015」(平成 28年 3月 長野県環境部) 

 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 環境学習の実施による浄化槽への理解促進 1.2.5

事業体名 徳島県 

導入時期 平成 19 年 3月 

概要 水環境保全の大切さや浄化槽の必要性を県民が意識し、浄化槽整備への理

解を深めるため、浄化槽を題材にしたアクティビティを含む徳島県版の環境

学習プログラムを構築した。 

導入の背景 徳島県では、豊かな環境の継承と持続可能な未来の創造に向け「環境首都と

くしま」の実現を目指している。「環境首都とくしま」の実現のため平成 17

年 12月に策定された徳島県環境学習推進方針（とくしま環境 学びプラン）

を受けて、学校、職場、地域などで具体的に学習を実施するための有効なプ

ログラムが必要とされていた。 

内容 徳島県環境学習推進方針を具体的に実施するための有効なツールとして、

平成 19 年 3月、県と県内 4大学の連携によって設置された「とくしま環境科

学機構」が徳島県版環境学習プログラムを作成した。重点分野として「太陽

（エネルギー、温暖化）」「生きもの」「水環境」「ごみ」の 4 つが取り上

げられており、県内の小学校や中学校、高等学校、地域住民に向けて提供さ

れている。例えば、「生きもの」のプログラムでは、小学生、中学生向けの

アクティビティとして「浄化槽調べ」がある。干潟と浄化槽が生物を利用し

た水質浄化を行っていることに着目して作成され、CODパックテスト、アサリ

が米のとぎ汁を浄化する実験、フィルターを用いた水質浄化実験などを行い

ながら、干潟や浄化槽への理解を深めている。 

導入効果 ‧ 学習プログラムが作成されたことで、学習計画を具体的に立て、学習をス

ムーズに進めることが出来た。 

‧ 都道府県が環境学習プログラムを構築することで、都道府県内の全市町村

が同じプログラムを用いて少ない負担で環境学習を実施できる。 

‧ H27 年度は県内 25校（1,354名）の小学校を訪問、H28 年度は 20校（718

名）の小学校を訪問している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

‧ 環境学習プログラムを継続的に実施し、改善を図る仕組み・体制を構築し

ておくことが望ましい。 

‧ 環境学習プログラムを広く展開する前に、プログラムによる効果や流れに

ついて検証しておくことが必要である。 

参考資料 徳島県「とくしま環境学習プログラムとは」 

(http://www.pref.tokushima.jp/kankyo/gakusyu/gakusyuprogram/toha/) 

環境省「環境保全の担い手を育てる環境学習プログラム」 

（https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/eco/10.html） 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 浄化槽行政に係るデータバンクの構築 1.2.6

事業体名 鹿児島県鹿児島市 

導入時期 平成 20 年度 

概要 鹿児島市では浄化槽の設置、廃止に関する情報を蓄積する浄化槽台帳に加

え、昭和 46年からの資料収集により浄化槽行政に必要な関係法令や実施要領

及び提出書類等の電子情報を網羅するデータバンクが構築、活用されている。 

導入の背景 鹿児島市は平成 16年の市町村合併を契機に、浄化槽設置申請件数や補助事

業の申請件数が増加し続けている。平成 20年には、合併処理浄化槽への転換

に 20万円の上乗せ補助が実施されることになり、今後さらに浄化槽設置が進

むことを踏まえ、浄化槽の設置手続きや維持管理についての確認事項が集約

されたツールの開発を行うこととなった。 

内容 浄化槽行政に必要な関係法令等を網羅するデータバンクは「浄化槽の手引

き 平成 20年度版（以下、「浄化槽の手引き」と記す）」としてまとめられ、

関係業者等に配布されている。浄化槽の手引きの概要は以下の通りである。 

要綱 鹿児島市浄化槽指導要綱 

法令等 浄化槽法関係法令等、設置に関する法令等、設計・構造に関す

る法令等、工事に関する法令等、保守点検・清掃・法定検査に

関する法令等、補助事業に関する法令等 

様式 設置等に関する様式、販売・工事に関する様式、維持管理に関

する様式、保守点検業者の登録に関する様式、清掃業の許可に

関する様式、補助事業に関する様式 

表：「浄化槽の手引き 平成 20 年度版」概要 

導入効果 データバンクの活用により、浄化槽の設置から維持管理までの過程におい

て、浄化槽管理者へ過不足なく適切に知識を提供できるようになった他、各

方面へのチェック体制の構築が円滑に行われるようになった。 

また、浄化槽行政が円滑に行われるようになったことで住民の浄化槽への

信頼が増し、普及の加速につながった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 データバンクの構築には長年の地道な資料収集による電子情報の蓄積が必

要となる。 

参考資料 環境省「平成 21年度単独処理浄化槽転換施策事例集」 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 整備推進に向けた制度や民間との連携 1.3

 下水道整備事業からの転換によるコスト削減 1.3.1

事業体名 長野県下條村 

導入時期 平成 2年度 

概要 地域特性を踏まえて下水道計画の見直しを行ったところ、合併浄化槽での

整備が最も下條村に適していることが判明した。公共下水道と比べて事業費

で約 42.5億円、維持費で約 1.5億円／年のコスト削減に成功した。 

導入の背景 

 

平成 2 年に完了する上水道整備に伴い、平成元年に下水道計画の見直しが

行われた。下條村は周囲を山脈に囲まれた中山間部にあり、34 の集落が散在

している。当時国が推進していた公共下水道で整備した場合、管渠の敷設が

効率的に行えず、国の補助金を利用してもなお 45億円の費用がかかってしま

う。地域特性を考慮の上、限られた予算内で実現可能な汚水処理施設の整備

方法を検討する必要があった。 

内容 各汚水処理施設整備方法のコストや設置効率を比較した結果、下條村は全

村合併浄化槽で整備するという方針を決めた。事業開始にあたり事前説明会

や住民の意向を調査するアンケートを実施し、住民の意向を確認し、事業へ

の理解を得るようにした。行政と住民が一体となって取組を進めた結果、平

成 2 年から平成 23 年までの 21 年間で合計 928 基を設置し、村の汚水処理人

口普及率を 95％まで引き上げることができた。事業費は 8.7 億円かかったが、

村は約 2.5 億円のみ負担し、残りは県と国からの補助金で対応した。公共下

水道と比べて約 42.5億円のコスト削減である。合併浄化槽の場合、設置する

各世帯に負担金と管理責任が生じるため、維持費の補助制度を創設したが、

それでも公共下水道と比べて約 1.5億円／年のコスト削減となった。 

導入効果  地域にあった汚水処理施設の整備方法を選んだことで、コストを抑えなが

らも高い普及率を達成した。 

 コスト削減の結果は財政にも表れている。自治体の財政の健全さを表す指

標の 1 つとして実質公債比率※1 があるが、下條村は東京 23 区を含む全国

1742市区町村中 4番目という高い健全性を実現した。 

※1：自治体の収入に対し負債を返済する割合を示す 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 補助金を利用した汚水処理施設整備を検討する場合、自治体の健全な財政

を維持しながら維持管理できるのか、試算と検証が必要である。 

 安定した事業推進のためには、住民説明会やアンケート調査等を活用して

住民とのコミュニケーションを深め、行政と一体となって汚水処理整備に

取り組もうという環境づくりが必要である。 

参考資料  フジクリーン工業株式会社公式 HPより「山村の活性化と排水処理」 

(http://www.fujiclean.co.jp/fujiclean/water/160/detail.html) 

 下條村「水循環・資源循環のみち 2015」構想 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 



 

11 

 

 下水道整備区域の見直しによる浄化槽設置促進 1.3.2

事業体名 静岡県富士市 

導入時期 平成 22 年度 

概要 下水道区域と浄化槽区域の再検討で下水道計画区域が縮小されたことによ

り、浄化槽整備及び維持管理補助の原資が捻出でき、浄化槽の設置が促進さ

れた。 

導入の背景 

 

下水道整備の中心が市街地から郊外へ移ることによる整備効率の低下や、

経済活動の低迷による市財政の悪化、少子高齢社会の急速な進行といった社

会情勢の変化などを踏まえ、下水道整備のあり方について見直しが求められ

ていた。また、郊外の市民から生活排水処理施設の早期整備に関する要望が

多数寄せられており、生活排水処理の適正化が急務であった。 

内容 平成21年度に策定した生活排水処理長期計画で下水道区域と浄化槽区域の

再検討が行われ、482haの区域は下水道よりも浄化槽による整備が効率的であ

ると判断された。下水道計画区域を縮小したことにより浄化槽整備及び維持

管理補助の原資が捻出でき、以下 2つの施策を実施した。 

(1) 浄化槽設置費補助制度の充実 

公共下水道事業認可区域外で浄化槽を設置する場合、元々設置費の 4 割を

補助していたが、さらに市の補助金を上乗せし、市町村設置型並みの補助金

を交付した。また、浄化槽設置費補助対象区域を「下水道整備が 7 年以内に

早期整備できない区域」に拡大し、市費単独で設置費用を補助した。 

(2) 浄化槽維持管理費補助制度の新設 

転換後の適正な維持管理、特に保守点検・清掃をより一層徹底させるため、

浄化槽法第 11条検査において適正と判定された一般住宅の浄化槽に対し、市

費単独で維持管理補助金を交付する新制度を創設した。  

導入効果 浄化槽区域における単独処理浄化槽の転換が進み、平成 22 年度から 27 年

度の 6年間合計での計画値 1,218基に対し 1,657基が設置された。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 公共下水道等と同様に浄化槽整備も行政が関与し、責任をもって整備率

100％に向けて取り組んでいく必要性がある。 

 計画的な推進のためには、整備計画と財政計画を含んだ長期計画の策定が

必要である。 

参考資料  平成 21年度 単独処理浄化槽転換施策 事例集（環境省廃棄物対策課浄化槽推進室） 

 シビル・ミニマムと社会情勢に対応した富士市の浄化槽行政（静岡県富士市上下水道部） 

 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 事例集 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 パブリック・インボルブメント手法による住民との合意形成 1.3.3

事業体名 岩手県紫波町 

導入時期 平成 20 年度 

概要 パブリック・インボルブメント（以下、「PI」）手法により住民合意を形

成しながら汚水処理基本構想の見直しを実現した。PI 手法とは、公共プロジ

ェクトに関わる関係主体に、計画や施設整備について関心をもたせ、コミュ

ニケーションを図り、その結果を計画づくりに反映させるしくみである。 

導入の背景 

 

集合処理未整備地区の多くの住民が、早期の水洗化を要望していた。最小

の財源負担で早期の水洗化を図るために、浄化槽整備区域への見直しが必要

であったものの、計画変更、浄化槽の性能、費用への反対により見直しスケ

ジュール遅延の可能性があった。 

内容 PI 手法を用いた見直しの実施を決定後、汚水処理手法の比較調査、住民説

明会開催、アンケートの実施・意向確認により汚水処理基本構想の見直し（案）

を作成。見直し（案）を基に再度の住民説明会を開催し、汚水処理基本構想

を策定した。見直し作業実施決定から、見直し後の構想策定までに要した期

間は、1年 1ヶ月ほどであった。 

 

 

 

 

導入効果 事前説明会とアンケート調査により、汚水処理手法変更に対する住民の意

向を把握することができた他、事業そのものの周知が図られ、合意形成後の

事業推進を円滑に進めることができた。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 変更となる汚水処理サービスに対する情報提供（処理方法や維持管理手法、

費用の比較結果等）と説明を行い、理解を得る。 

 特に高齢者に対しては、外来語を用いない、イメージ図を用いるなど、平

易な説明資料及びアンケート調査票を作成する。 

 説明会は住民のライフスタイルに配慮して開催日時、場所を設定する。具

体的には、高齢者が多い地区では、長距離の移動が発生しないよう、約 50

戸程度を単位として開催地を設定する。 

参考資料  PI（パブリック・インボルブメント）の意義と課題,京都大学(2006) 

 「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会ヒアリング 紫波町の汚

水処理概要」（平成 23年 1月 紫波町建設部下水道課） 

 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 事例集 

 

  

見直し実施

決定 
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査 

住民 

説明会 

住民アンケ

ート 

構想見直し

作業 

再度の住民

説明会 

汚水処理

基本構想 

策定 

パブリック・インボルブメント手法による住民との合意形成 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 住民の費用と手間の削減を実現する維持管理費補助制度の創設 1.3.4

事業体名 神奈川県 葉山町 

導入時期 平成 29 年度 

概要 合併処理浄化槽の維持管理、法定検査受検の推進に向け、神奈川県の指定

検査機関、神奈川県生活水保全協会（以下、「神水協」）を一括窓口とした

維持管理費補助制度を創設した。また、「マイスター証」を取得した保守点

検業者のみが維持管理作業を行う仕組みを作り、保守点検技術の底上げを図

った。 

導入の背景 

 

浄化槽維持管理の推進に向け、浄化槽利用世帯の下水処理費用負担が公共

下水道接続世帯よりも大きいことや、複数の事業者・協会との契約手続きが

煩雑であることなど、浄化槽の普及を妨げる要因を取り除く必要があった。 

内容 費用面では、浄化槽使用世帯に対し年間 17,000円の維持管理費補助制度を

創設。手間の面からは、神水協と保守点検・法定検査の一括契約をした場合、

あらかじめ補助金相当額を差し引いた費用の支払いを可能にし、補助制度利

用に係る手続きを簡易化した。 

 

図 神水協との申請代行契約による申請簡易化 

また、維持管理作業は神水協主催の「小型浄化槽マイスター講習会」を受

講し、「マイスター証」を取得した保守点検業者のみが行う仕組みとし、保

守点検技術の底上げを図った。 

導入効果  浄化槽設置世帯の年間費用負担が下水道接続世帯とほぼ同額となった。 

 浄化槽の保守点検や清掃、法定検査が確実な実施が図られる。 

 技術力を持った浄化槽管理士による保守点検と水質の担保が図られる。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 維持管理費補助制度により住民負担が軽減される他、保守点検・法定検査

の一括契約を条件とした特例制度により、保守点検および法定検査受検の

確実な実施が期待される。また事業者へ対する資格制度により、保守点検

技術の品質確保が期待される。 

 住民の手間の削減のため一括契約のシステムを導入するには、地方の実情

に応じた関係団体の連携が必要である。 

 法定検査受検の確実な実施も重要だが、検査結果を踏まえた問題点の改善

に努めることも肝要である。 

参考資料 「全浄連ニュース 2017 年 8 月 第 155 号」(平成 29 年 8 月 一般社団法人 全国浄化槽団

体連合会) 

  

浄化槽
設置者

神奈川県
生活水保全協会

法定
検査

葉山町浄化槽
維持管理
補助金制度
申請代行契約

補助金差引後
の金額を請求

一括契約申請

葉山町

保守
点検 補助金支給

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 住宅リフォーム助成金の設置 1.3.5

事業体名 茨城県大子町 

導入時期 平成 20 年度 

概要 住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設したことで、合併浄化槽転換

を抑制する要因であった個人負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた

転換が進み、合併浄化槽の普及が促進された。 

導入の背景 大子町では平成 18年度から市町村設置型による合併処理浄化槽の整備が進

められている。平成 27 年度末までに 835 基が整備されたが計画値の 3 分の 1

程度であり、このままでは平成 42年度までに目標である 5,000 基の整備を完

了することは困難であったため、今後の事業推進の在り方を検討する必要が

あった。 

内容 合併処理浄化槽の設置が進まない理由としては、個人の費用負担額が高い

ことのほか、単独処理浄化槽の場合はすでに水洗化の恩恵を受けていること

から転換のインセンティブが働きにくいという背景があった。そこで平成 29

年 2 月に住宅リフォーム助成金制度を創設し、浄化槽の配管工事費も対象と

した上で、リフォーム代金の 15%、最大 30 万円を助成することとした。リフ

ォーム助成金の申請を受けた際に住宅リフォームと合わせての浄化槽転換を

促したところ、平成 27 年度にリフォーム助成金を申請した 68 件のうち 8 件

が合併処理浄化槽の設置を行った。 

導入効果  個人の費用負担が軽減された他、住宅リフォームと合わせた浄化槽転換事

業の案内ができるようになり、事業周知が成された。 

 助成金により浄化槽転換の新たな動機づけが成された。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 住民が自発的に合併処理浄化槽の転換を行うには、行政が制度や必要性を

訴えかけるだけではなく、合併浄化槽へ転換する動機づけを作ることが必

要である。 

参考資料 「大子町の浄化槽整備推進事業（市町村設置型）の取り組みについて」（一般社団法人 浄

化槽システム協会） 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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 グループ設置補助の設置  1.3.6

事業体名 岩手県一関市 

導入時期 平成 29年度 

概要 汚水処理人口普及率の目標達成のため、2 戸以上のグループで浄化槽を設置す

る場合に補助金を上乗せする新制度を創設し、複数戸単位での浄化槽設置の推進

を図った。 

導入の背

景 

 

平成 29 年 2月に策定した一関市の汚水処理施設整備計画では、年間 315基程度

の設置を目標としている。しかし、平成 26年度、平成 27年度の実績と平成 28年

度の見込みを合わせると 3ヶ年平均は 251基となり、単年度目標に対して 64基不

足している状況である。汚水処理人口普及率の目標達成のために、浄化槽を設置

しやすい環境づくりを推進する必要があった。 

内容 浄化槽整備基数を増やすため、浄化槽設置整備事業補助の実施区域全域を対象

とした新しい補助制度を平成 29年度から実施した。具体的には、自治会等を単位

とした 2 戸以上のグループで浄化槽の設置を行う場合、グループに属する戸数に

応じて標準工事費の 2%～10%を、既存の補助金に対し上乗せして補助を行うとい

うものである。 

人槽区分 

浄化槽設置整備

補助（標準工事の

60%） 

グループ設置費補助の上乗せ後 

2～3戸（62%） 4～9戸（65%） 10戸以上（70%） 

5人槽 529,000円 547,000円 573,000 円 617,000円 

7人槽 662,000円 684,000円 718,000 円 772,000円 

10人槽 897,000円 927,000円 972,000 円 1,047,000円 

図 補助金額 

導入効果 2 戸以上のグループを対象としたことで、まとまった単位の浄化槽設置を進め

ることができる。 

検討のポ

イント 

（ 課 題

等） 

制度を利用して浄化槽を設置するか否かのほかに、設置する場合、どこまで範

囲を１つのグループとして申請するかなど、制度を利用するには様々な事項を近

隣住民同士で話し合う必要がある。普段から近所付き合い等のコミュニケーショ

ンがある地域でなければ、話合いを始めるところから困難が生じることが予想さ

れる。住民同士がスムーズに相談、検討できるような環境づくり、仕組みづくり

が必要である。 

参考資料  一関市汚水処理計画（平成 29年 2月） 

 平成 28 年度一関市汚水処理計画推進会 資料 2「浄化槽グループ設置補助金」（平成 29年

3月） 
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 広域的浄化槽行政組織の設立による自治体の負担軽減 1.3.7

事業体名 埼玉県 

導入時期 平成 26 年度 

概要 埼玉県では合併処理浄化槽への転換を推進するに当たり、個人に代わって

市町村が浄化槽を設置する「市町村整備型」を柱としていたが、財政負担の

大きさや計画的な整備が困難なことが課題となっていた。課題を解消すべく、

協議会、一部事務組合等の広域行政組織による浄化槽整備の導入を検討した。 

導入の背景 

 

平成 23 年に策定した生活排水処理施設整備構想では、平成 37 年度までに

生活排水処理人口普及率 100％達成という目標を掲げている。合併処理浄化槽

への転換を推進するに当たり、個人負担の低減と計画的な整備を目指し「市

町村整備型」を推進していたが、「原則市町村単位で事業を実施しているた

め複数の市町村をまたがる河川の流域全体で計画的な整備が困難」、「市町

村職員の事務負担、財政負担が大きい」などの課題があった。 

内容 計画的整備が難しいという課題を解決すべく、市町村単独ではなく、一部

事務組合など広域行政組織による「市町村整備型」の導入を検討した。 

浄化槽行政の広域化に当たっては、新しく広域的組織を組成するための負

担削減の観点から、下水道組合などの既存の一部事務組合の活用が最適であ

り、市町村協議会や機関等の共同設置、といった手法での実現も適した手法

であると整理された。 

市町村整備型を運営した場合の財政負担についても広域行政組織によって

削減効果が生じることが整理されている。 

例えば、既存の一部事務組合を活用した広域行政組織による市町村整備型

を実施した場合（年間 100 基程度を整備して維持管理する場合）、単一の市

町村で市町村整備型を行うよりも、整備費用、市町村職員人件費が低く抑え

られ、費用が 15％（一般会計支出額で 700～1,700万円／年程度）削減される

ことが示されている。 

さらに、市町村の事務負担についても、広域行政組織による市町村整備型

を実施した場合、単一の市町村で市町村整備型を行うよりも、年間人員で 0.2

～0.5人／年程度削減されることが示されている。 

導入効果 一部事務組合など広域行政組織による浄化槽整備により、一般会計支出額

は 700～1,700 万円／年程度削減され、人員も 0.2～0.5 人／年削減すること

ができる。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

県内市町村の判断材料となるよう財務負担や事務負担などの浄化槽整備の

事業採算性に係る情報について現状分析を行い、広域的浄化槽行政実現によ

る財務負担、事務負担の改善効果についての分析を実施することで、県内市

町村に対し具体的かつ説得力のある提案を行うことができる。 

参考資料 広域行政組織による浄化槽市町村整備型の導入推進について(埼玉県環境部水環境課浄化

槽・川の国応援団担当) 
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 PFI 方式による浄化槽整備推進事業 1.3.8

事業体名 愛媛県愛南町 

導入時期 平成 22 年度 

概要 平成 22年 10月から PFI方式による愛南町営浄化槽整備推進事業を実施し、

一部区域を除いた町内全域における浄化槽の設置と維持管理を開始した。PFI

とは公共施設等の設計や建設、維持管理及び運営に民間事業者の資金や技術

力、ノウハウ等を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効

率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る考え方のことである。 

導入の背景 

 

愛南町は農業・漁業集落排水事業の集合処理を除いて、町全域で浄化槽設

置整備事業（個人設置型）による生活排水の個別処理が進められていた。愛

南町は平成 16年に南宇和郡の旧 5町村の合併により誕生した町で、合併前の

事業を個別に実施しており、町全体として効率的な整備ではなかった。 

内容 町全体でより効率的に浄化槽設置整備事業を行うために、平成 22 年 10 月

より農業・漁業集落排水施設整備事業区域を除いた町内全域を対象とした愛

南町営浄化槽整備推進事業を実施した。自治体が設置主体となる場合、事業

導入に伴う事務量増加による人員確保の問題等が生じるが、PFI方式により事

業の展開に必要な一連の業務を民間事業者に委託し、自治体の事務負担を軽

減することができた。 

導入効果 町営浄化槽整備推進事業を開始した平成 22年度前後では、汚水処理人口普

及率の伸び率が向上した。 

表 汚水処理人口普及率 

 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

浄化槽設置は促進されているが、目標計画基数には達していない。要因の

1 つとしてすでにトイレが水洗化され転換の必要性を感じていない住民が多

いことが挙げられる。今後住民に対し、さらなる生活排水対策の重要性と効

果の周知徹底と積極的な啓発活動を進めることが重要である。 

参考資料  特定非営利活動法人日本 PFI・PPP協会公式サイト 

 PFI方式による町営浄化槽整備推進事業について（愛媛県愛南町環境衛生課） 

 愛媛県公式サイト 
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 浄化槽事務の民間委託 1.3.9

事業体名 群馬県太田市 

導入時期 平成 22 年度 

概要 太田市では、浄化槽業務を民間委託することにより、委託前に比べ年間 2人分の

市職員の事務負担を削減した。 

導入の背景 

 

 平成 18年度より導入された市町村設置型の事業対象範囲拡大に伴う事務負担増

への対応が急務であった。委託先は、従来水道施設の運用管理を主とする事業者で

あり、平成 20年度に水道企業団と下水道局とが一体化された際から一部の下水道

運用事務を委託していた。市の事務に詳しいことから、浄化槽関連事務の委託の受

け皿となった。 

内容 太田市では市町村整備型を 6地区で実施しており、その他の浄化槽整備区域は個

人設置型で整備を行っている。 

個人設置型の運営に係る事務は、平成 22年より市内事業者に業務委託をしてい

る。市内事業者の社員 1名が庁舎の課内に常駐し、電話応対から補助金受理事務ま

で一連の事務を担当している。事務に係る負担は年間 0.6 人程度であるが、委託前

は実質職員 1名を配置しており、業務委託により職員 1名分の事務負担が軽減され

た。 

一方、市町村設置型の運営に係る事務は、市内の NPO法人に一括委託している。

保守点検・清掃・法定検査受検等の運用管理のほか、物件ごとの情報入力や台帳管

理までを含めて委託している。年間事務負担は実質 1名程度であり、個人設置型と

同様、業務委託により職員 1名分の事務負担が軽減された。 

導入効果 ‧ 業務委託により、年間最低 2名分の事務負担が軽減された。委託前、繁忙期には

職員を増して対応していたが、現在は委託先が柔軟に対応をしてくれ、実質１名

以上の事務負担があったものと考えられる。 

‧ 太田市職員一人あたりの年間人件費が削減され、業務委託により市の職員が業務

を行うよりも安価に、かつ効果的に浄化槽が整備できており、実際の支出額は見

積額よりも低いものと想定される。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

・ 下水道事業運用を始め、行政事務等の受託経験のある事業者の存在が必要。 

・ 市町村・都道府県等の単位での委託事業者情報の共有が望ましい。 

 

参考資料 広域的浄化槽行政シミュレーション委託報告書（埼玉県、平成２６年度） 
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 その他 1.4

 指定検査機関と連携した浄化槽台帳の整備 1.4.1

事業体名 群馬県 

導入時期 平成 21 年度 

概要 適正な汚水処理施設整備計画を策定し、法定検査の実施率を向上すること

を目的として、浄化槽台帳の精度の向上を目指した。 

導入の背景 

 

浄化槽を設置または廃止する際は市町村への申請が必要であるが無届が多

く、浄化槽台帳の精度の向上が困難であった。浄化槽台帳の精度が低いため

に、適正な汚水処理施設整備計画が策定できない、法定検査の実施率が低い

等の課題があり、浄化槽台帳の精度向上が急務であった。 

内容 データベースとして未整備であった浄化槽台帳について、群馬県は公益財

団法人 群馬県環境検査事業団（以下、「（財）群馬県環境検査事業団」と

いう）に浄化槽の設置や廃止に関する申請情報をデータベース化する業務を

委託した。浄化槽の設置情報は、住民から市町村に提出された補助申請や設

置届に係る情報を（財）群馬県環境検査事業団に提供し、浄化槽台帳を精査

する仕組みにした。また、各地方事務所が巡回や法定検査中に確認した新た

な建築物の情報や浄化槽の廃止情報も台帳と照合して反映する仕組みとし

た。浄化槽台帳の全データは、群馬県廃棄物政策課へ年に 1 度、県の出先機

関である各地方事務所へ月に 1 度報告され、それぞれで台帳の整備状況が確

認されている。 

 

図 群馬県における浄化槽台帳の管理システムのフロー 

導入効果  浄化槽台帳の精度が向上することで、汚水処理施設整備計画の策定や法定

検査の実施が促進される。 

 副次的な効果として、住民の合併処理浄化槽に対する信頼の向上や単独処

理浄化槽を設置している住民に対する転換の促進につながった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽台帳の精度を高めるためには、県が中心となって各所から提出され

るデータを集約する仕組みを構築する必要がある。 

 浄化槽台帳の汎用性を高めるため、全ての市町村が適宜目的に応じた様式

で利用できるようデータベースを構築する必要がある。 

参考資料 「平成 21年度単独処理浄化槽転換施策事例集」（平成 22年 3月） 

群馬県 廃棄物政策課

（財）群馬県環境検査事業団
個人情報保護のため1名の専任オペレーター

が管理、データベース化

浄化槽の巡回、
法定検査等を担う
各地方事務所

(群馬県の出先機関)

台帳の
検査結果
（月1回）

巡回・検査
の情報

市町村住民

必要に応じて 設置・廃止
申請情報

台帳の
検査結果
（年1回）

台帳検査を
委託

設置・廃止申請
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 災害対策を見込んだ汚水処理計画 1.4.2

事業体名 佐賀県嬉野市 

導入時期 平成 29 年度 

概要 嬉野市では災害リスクが高い地域性を踏まえ、災害対応力の高い浄化槽に

よる汚水処理施設の整備を検討している。整備を進めるにあたり、各汚水処

理施設の設置や維持管理のコスト比較を行ったところ、公共下水道区域を見

直した上で浄化槽の整備を進める方針が適していることが判明した。 

導入の背景 

 

嬉野市の汚水処理人口普及率は 59.5%であり、全国の 89.5%に比べ低い水準

となっている。本市で将来起こり得る人口減少や最大震度 6 強の地震を想定

した上で、今後の汚水処理施設の整備と普及を検討する必要があった。 

内容 浄化槽は個別分散型施設であるため、地震等の災害が起こった場合でも電

源が確保できれば復旧に日数を要さないという特徴を持っており、嬉野市の

ような災害リスクが高い地域には適した汚水処理施設である。また汚水処理

施設の整備にあたっては、住宅の集積率などの条件により集合処理の方が低

コストとなる地域と個別処理の方が低コストとなる場合がある。本市におけ

る各汚水処理施設間でのコスト比較の結果、主に住宅散在地において公共下

水道より浄化槽の方が低コストとなることが判明した。この結果を受けて、

嬉野市は公共下水道区域を 494ha から 395ha に縮小した上で、浄化槽整備を

推し進める計画を策定した。 

導入効果 下水道計画区域の見直し前までは、年 1.1%程度のペースで汚水処理人口普

及率が向上していたが、見直し後は平成 27 年度末から平成 32 年度末までに

61.1%から 70.2%まで向上する見込みとなった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽設置事業を円滑に進めるため、汚水処理施設の整備計画策定の際に

住民説明会を実施し、住民のニーズ把握と理解を得ることに注力した。 

 浄化槽の災害対応力の高さを住民に理解頂くためには、災害時の損害額や

修繕コストなどの定量的なデータを示すことが必要である。 

参考資料  「嬉野市の浄化槽整備事業」（平成 28年） 

 「佐賀県地域防災計画」（平成 29年 3月） 

 「「誘う・魅せる・親しむ」嬉野まちづくり計画」（平成 28年 8月） 

 国土交通省「汚水処理システムの最適化」 

 

 

 

 

 

 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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2. 浄化槽広報コンテンツ 

 浄化槽を説明する動画 2.1

 「浄化槽で水をきれいに！」 2.1.1

(1) 概要 

浄化槽とは何か、を端的に説明した、計 1 分 30 秒の動画です。 

浄化槽が郊外に設置される、下水道と同等の処理性能を有する設備であり、日々の暮らし

で出た生活排水を処理できることが説明されます。 

その後、単独処理浄化槽は、暮らしの中で使った、風呂や台所の水をきれいにせず流して

しまい、川や水路といった身近な水を汚してしまうことを説明します。 

(2) 使用機会 

具体的な使用機会としては、住民説明会の冒頭などでの浄化槽説明や、単独処理浄化槽使

用世帯への戸別訪問の際の説明といった機会が想定されます。 

経験のない市町村職員の方や、関連事業者の方でも、標準的なご説明が可能です。 

 

(3) 構成 
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 広報誌の活用 2.2

広報誌の作成・配付は、殆どの市町村が実施している広報手段であり、市町村が広報誌を

発行していることは、日本国民の中で非常によく知られています。 

浄化槽の情報発信について、広報誌の紙面に記事を掲載している市町村は非常に多くあり

ます。全ての住民の方が一つ一つの記事を注意深く読むものではないため、掲載記事が全て

の住民に認知されることは難しいものですが、広報誌に浄化槽の情報を記載し、発信するこ

とは、次の点から大きな意味を持ちます。 

市町村の広報誌は、「市町村が発信した情報が掲載されているもの」であると、広く日本

中の住民の方が認識しています。例えば、単独転換に当たって設置工事事業者が戸別訪問を

行い、単独転換の話を持ちかける際に広報誌を用いることで、「単独転換が市町村としての

依頼事項」であり、「補助事業のことも掲載されており、信憑性が高い」という納得感・信

頼感を住民が感じることができます。 

このような側面から、広報誌の活用は浄化槽の情報周知に非常に有効な手段です。 
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 広報誌掲載事例 2.2.1

広報「きほう」では、シリーズ浄化槽を毎月連載。2017 年 12 月で 124 回目を迎える。町

役場職員の顔写真入りで、短く読める記事のコーナーを設けるなど、読んでもらう工夫を取

り入れている。 
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 目的別広報誌記事例 2.2.2

(1) 単独転換周知 

1) 三重県紀宝町 広報きほう 平成 19年 8月発行 

みなさんの家庭から出ている「し尿」や「生活雑排水」は、浄化槽によって浄化され、家庭近く

の排水路などを流れて、河川に放流されています。浄化槽には、トイレから出る排水（し尿）の

みを処理する単独処理浄化槽と、トイレから出る排水（し尿）と台所・風呂・洗濯などの生活排

水を合わせて処理する合併処理浄化槽があります。～以下略～ 
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2) 愛知県半田市（はんだ市報 平成 29年 11月号） 
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3) 静岡県富士市 平成 29年度富士市浄化槽設置費補助金制度 パンフレット（表面） 
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(2) 補助制度周知 

1) 茨城県取手市 広報とりで 平成 28年 4月発行 

合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、家庭の雑排水も処理するため、水質環境の浄化に大

きな効果があります。市では、住宅へ合併処理浄化槽を新たに設置する方や、既存単独浄化

槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する方に、予算内で費用の一部を補助します。 

 

 

2) 北海道白糠町 （広報しらぬか 平成 29年 11月） 

 
 



 

31 

 

3) 静岡県富士市 平成 29年度富士市浄化槽設置費補助金制度 パンフレット（裏面） 
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(3) 計画区域見直し説明会 

1) 北海道八雲町 広報やくも 平成 29年 11月発行 

八雲町の下水道事業は、人口減少による汚水量の減少により、下水道使用料収入は減少し

ていく一方、施設の老朽化が進んできているため、施設の修繕や更新にかかる費用が増加傾

向にあり、今後は厳しい経営事情となっていくことが予想されています。～中略～下水道を

整備することが有効でないと判断し、大きな状況変化のない限り下水道整備を凍結し、合併

処理浄化槽の推進により、生活環境の向上と環境保全に努めていきたいと考えています。つ

きましては、次の日程により説明会を開催しますので、お集まりくださいますようお願いし

ます。～以下、日時や場所を略～ 

 

 維持管理周知 2.2.3

(1) 茨城県利根町（広報とね 平成 29年 12月発行） 
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(2) 三重県四日市市（広報よっかいち 平成 29年 10月上旬号） 
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 市町村設置型の周知 2.2.4

(1) 佐賀市（市報さが 平成 28年 10月） 

合併処理処理浄化槽の設置に「市営浄化槽事業」をご利用ください ～以下略～ 

▶市営浄化槽事業のメリットは？ 

少ない負担で合併処理浄化槽を設置できます。～中略～維持管理（保守点検・清掃・法定検査）

は、上下水道局が主体となって行い、専門業者に委託しています。 

 

▶市営浄化槽事業の使用料は？ 

人槽によって決まります。個人で契約している管理料金と比べてみてください。 

 

 

(2) 三重県紀宝町 広報きほう 平成 29年 12月発行 

町営浄化槽事業では、台風による水害などの自然災害時でも、町の負担で修繕などの維持

管理を行っています。～中略～町営浄化槽がこのような被害にあった場合は、ブロアーの修

繕や交換を町の負担で行うことになりますので、利用者の方々から月々の使用料（表①参照）
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以外の費用をいただくことはありません。～中略～このように、町管理の浄化槽は、災害時

にも安心ですので、ぜひ、設置替えや寄付などで町管理の浄化槽への変更をご検討ください。 
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 浄化槽の日 2.2.5

各市町村が 10 月号の広報誌に「10 月 1 日は「浄化槽の日」」であることを伝える記事を

発行している。内容は維持管理の注意事項に関する記事が多く見られる。 

(1) 佐賀県小城市（市報「さくら」平成 27年 10月号） 

 

(2) 大阪府吹田市（市報すいた平成 27年 10月） 
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(3) 佐賀県多久市（市報「たく日和」平成 29年 10月号） 
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(4) 佐賀県佐賀市（市報さが 平成 28年 10月号） 

 

 補助制度パンフレット事例 2.3

ここでは、平成 29 年度モデル事業において作成した補助事業のパンフレットと、他市町
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村における補助制度パンフレットの事例を紹介します。 

 愛知県美浜町の補助事業パンフレット事例 2.3.1
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 パンフレット作成のポイント 2.3.2

パンフレット作成の際のポイントを以下に示します。 

 

 

 補助事業パンフレット事例 2.3.3

他自治体の補助事業のパンフレット事例を以下に示します。 
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(1) 徳島県愛染町 （計２ページ） 
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(2) 青森県五所川原市 （計４ページ） 
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 浄化槽について紹介する、住民向けパンフレット事例 2.4

 「浄化槽を使って、身近な水をきれいにしましょう！」 2.4.1
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 環境省、浄化槽の利点を活かした地域づくり（平成 30 年 3 月） 2.4.2

 

 

  



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽整備推進施策 事例集  

平成 30 年３月 

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 

 

 


